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○
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
五
十
七
号

農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
三
号
）
附
則
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き

、
同
号
の
共
済
目
的
の
種
類
ご
と
に
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
面
積
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日

農
林
水
産
大
臣

齋
藤

健

農
業
保
険
法
施
行
規
則
附
則
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
共
済
目
的
の
種
類
ご
と
に
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
面
積
は
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
共
済
目
的
の
種
類
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
面
積
と
す
る
。

共
済
目
的
の
種
類

面
積

う
ん
し
ゅ
う
み
か
ん

二
十
ア
ー
ル

な
つ
み
か
ん

二
十
ア
ー
ル

い
よ
か
ん

二
十
ア
ー
ル

か
ん
き
つ
類
の
果
樹
（
う
ん
し
ゅ
う
み
か
ん
、
な
つ
み
か

二
十
ア
ー
ル

ん
及
び
い
よ
か
ん
を
除
く
。
）
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り
ん
ご

二
十
ア
ー
ル

ぶ
ど
う

二
十
ア
ー
ル

な
し

二
十
ア
ー
ル

も
も

二
十
ア
ー
ル

お
う
と
う

十
ア
ー
ル

び
わ

十
ア
ー
ル

か
き

二
十
ア
ー
ル

く
り

二
十
ア
ー
ル

う
め

二
十
ア
ー
ル

す
も
も

十
ア
ー
ル

キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ

二
十
ア
ー
ル

パ
イ
ン
ア
ッ
プ
ル

二
十
ア
ー
ル

附

則
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こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


